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  (3)  病 院 局 

    経 営 管 理 課・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４９ 

  (4)  水 道 局 出 先 機 関 

    市 川 水 道 事 務 所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５０ 

    千葉工業用水道事務所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５０ 

  (5)  病 院 局 出 先 機 関 

     が ん セ ン タ ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５０ 

救 急 医 療 セ ン タ ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５１ 

    精神科医療センター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５１ 

    こ ど も 病 院・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５１ 

    循 環 器 病 セ ン タ ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５１ 

    佐 原 病 院 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５１ 
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第１ 監査の概要 
 
 １ 定期監査 
  (1) 監査等の種別     地方自治法第１９９条第１項及び第２項の規定による 

平成２９年度会計の監査 
 
 (2) 監査の対象事務及び主眼 

ア 普通会計 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに事務事業について、合規性、正確

性、経済性、効率性及び有効性の視点を主眼に実施した。 

また、「千葉県監査改革指針」を踏まえ、監査を効果的に実施するため、次の事項に重点を  

置いて実施した。 
    (ｱ) 適正な財務事務の執行について 

以下に掲げる事項について、財務事務が適正に行われ、かつ、徹底されているか監査を  

行う。 

・収入未済について 

行政代執行負担金や各種貸付けに係る償還金などの収入未済については、適正な債権管

理が講じられているか、また、県税の収入未済については、効果的な縮減対策が行われて

いるかを確認する。 

・契約事務について 

委託事業等の契約及びその履行確認が法令等に基づき適正に行われているかを確認する。 

・公共事業の執行について 

契約、設計、積算、施工、履行確認等、予算が適正かつ効率的に執行されているか、    

繰越しの縮減に努めているかを確認する。 

・財産について 

財産の取得、管理（利用状況等も含む。）及び処分が法令等に基づき適正に行われている

かを確認する。 

(ｲ) 内部統制について 

不適正経理問題の教訓を踏まえ、適正な経理処理の確保及び職員のコンプライアンス意

識の徹底について検証を行うとともに、適正な事務執行が行われるために、業務リスク点

検や職場研修などが効果的に実施され、組織としての取組や体制が確立されているかなど、

内部統制の確保について次の視点から監査を行う。 

      ・業務の有効性及び効率性 

      ・財務報告の信頼性 

      ・法令等の遵守 

      ・資産の保全 

    (ｳ) 事務事業に係る個別テーマに基づく監査の実施 

       事務や制度の改善に資する観点からテーマを選定し、定期監査に併せて行う。 

 

イ 公営企業会計 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに事務事業について、合規性、正確

性、経済性、効率性及び有効性の視点を主眼に実施した。 

また、「千葉県監査改革指針」を踏まえ、監査を効果的に実施するため、次の事項に重点を  

置いて実施した。 
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 (ｱ)  適正な財務事務の執行について 

以下に掲げる事項について、財務事務が適正に行われ、かつ、徹底されているか監査を

行う。 

・契約事務について 

委託事業等の契約及びその履行確認が法令等に基づき適正に行われているかを確認する。 

・工事の執行について 

契約、設計、積算、施工、履行確認等、予算が適正かつ効率的に執行されているか、    

繰越しの縮減に努めているかを確認する。 

・財産について 

財産の取得、管理（利用状況等も含む。）及び処分が法令等に基づき適正に行われている

かを確認する。 

    (ｲ) 内部統制について 

       不適正経理問題の教訓を踏まえ、適正な経理処理の確保及び職員のコンプライアンス意

識の徹底について検証を行うとともに、適正な事務執行が行われるために、業務リスク点

検や職場研修などが効果的に実施され、組織としての取組や体制が確立されているかなど、

内部統制の確保について次の視点から監査を行う。 

・業務の有効性及び効率性 

・財務報告の信頼性 

・法令等の遵守 

・資産の保全 

(ｳ)  事務事業に係る個別テーマに基づく監査の実施 

          事務や制度の改善に資する観点からテーマを選定し、定期監査に併せて行う。 

 
  (3) 監査を実施した期間   平成３０年５月１日から平成３０年８月３１日まで 
 
  (4) 監査実施機関   普通会計  １５７機関（うち本庁１０８機関 出先機関等４９機関） 
              公営企業会計 ２１機関（うち本庁 １３機関 出 先 機 関 ８機関） 
                  計 １７８機関 
 
  (5) 指摘等結果の概要 
   ア 普通会計 
    (ｱ) 指摘事項（１３件） 

・ 工事等の積算について、適正な事務手続を求めたもの・・・・・・・・・・・・・３件 
・ 支出事務について、適正な事務手続を求めたもの・・・・・・・・・・・・・・・３件 
・ 調定の遅延について、適正な事務手続を求めたもの・・・・・・・・・・・・・・２件 
・ 自動車税の減免手続の遅延等について、再発防止を求めたもの・・・・・・・・・１件 
・ 契約事務について、適正な事務手続を求めたもの・・・・・・・・・・・・・・・１件 
・ 入札情報の漏えいについて、再発防止を求めたもの・・・・・・・・・・・・・・１件 
・ 工事に係る不適正な契約手続について、再発防止を求めたもの・・・・・・・・・１件 
・ 支出負担行為の遅延について、適正な事務手続を求めたもの・・・・・・・・・・１件 

 
    (ｲ) 注意事項（５９件） 

・ 収入未済の解消を求めたもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１件 
・ 支出事務について、適正な事務手続を求めたもの・・・・・・・・・・・・・・・８件 
・ 支出負担行為の遅延について、適正な事務手続を求めたもの・・・・・・・・・・８件 
・ 不法占用等されている財産について、適正な管理を求めたもの・・・・・・・・・８件 
・ 個人情報が記載された書類の紛失について、再発防止を求めたもの・・・・・・・５件 
・ 契約事務について、適正な事務手続を求めたもの・・・・・・・・・・・・・・・３件 
・ 収入事務について、適正な事務手続を求めたもの・・・・・・・・・・・・・・・３件 
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・ 収入事務の誤りについて、再発防止を求めたもの・・・・・・・・・・・・・・・３件 
・ 工事等の積算について、適正な事務手続を求めたもの・・・・・・・・・・・・・３件 
・ 債権について、適正な管理を求めたもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１件 
・ 食品衛生監視員の任命誤りについて、再発防止を求めたもの・・・・・・・・・・１件 
・ 土木積算システムのプログラムミスについて、再発防止を求めたもの・・・・・・１件 
・ 自動車運転免許の取消処分について、適正な事務手続を求めたもの・・・・・・・１件 
・ 使用許可について、適正な事務手続を求めたもの・・・・・・・・・・・・・・・１件 
・ 不動産取得税の課税誤りについて、再発防止を求めたもの・・・・・・・・・・・１件 
・ 現金等について、適正な管理を求めたもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・１件 

 
    (ｳ) 指導事項（９８件） 

・ 支出負担行為の時期に係るもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９件 
・ 収入未済に係るもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６件 
・ 収入事務に係るもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６件 
・ 支出事務に係るもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３件 
・ 財産の管理に係るもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２件 
・ 調定の時期に係るもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２件 
・ 契約事務に係るもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４件 
・ 工事等の積算に係るもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３件 
・ 文書等の紛失に係るもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２件 
・ 債権管理に係るもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１件 

 
   イ 公営企業会計 
    (ｱ) 指摘事項（４件） 
     ・ 支出事務について、適正な事務手続を求めたもの・・・・・・・・・・・・・・・２件 

 ・ 積算システムの単価設定の誤りについて、再発防止を求めたもの・・・・・・・・１件 
     ・ 職員の情報漏えいについて、再発防止を求めたもの・・・・・・・・・・・・・・１件 
     

(ｲ) 注意事項（３件） 
・ 支出事務について、適正な事務手続を求めたもの・・・・・・・・・・・・・・・１件 

     ・ 貯蔵品について、適正な事務処理を求めたもの・・・・・・・・・・・・・・・・１件 
・ 工事の積算について、適正な事務手続を求めたもの・・・・・・・・・・・・・・１件 

 
    (ｳ) 指導事項（１１件） 

・ 未収金に係るもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５件 
 ・ 財産の管理に係るもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４件 
・ 契約事務に係るもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１件 
・ 支出事務に係るもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１件 

 

【参考】監査の結果の処理区分及び基準 

区分 基準 

指摘事項 ・法令等の重大な違反や不正な行為があった場合その他著しく適正を欠くと認められる 
場合 

・経済性、効率性及び有効性の観点から著しく不適切又は不合理であると認められる場合 
・前回の監査において注意事項とした事項について改善の効果が認められない場合 

注意事項 ・法令等の違反があった場合その他適正を欠くと認められる場合 
・経済性、効率性及び有効性の観点から不適切又は不合理であると認められる場合 
・前回の監査において指導事項とした事項について改善の効果が認められない場合 

指導事項 ・事務処理等について適正を欠くものがあると認められるもののその内容が軽微である 
場合 

・事務処理等について違法ではないものの改善することにより適正な事務の執行が図られ
ると認められる場合 



- 4 - 
 

第２ 定期監査 

 

 １ 普通会計 

   個別の監査結果は、以下のとおり 

 

  (1) 総務部 

   ア 秘書課 

    ａ 皇室に関する事務を行っている。 

    ｂ 儀式に関する事務を行っている。 

    ｃ 知事及び副知事の秘書に関する事務を行っている。 

    ｄ 全国知事会議の連絡に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２４日 おおむね適正と認められた。 

 

   イ 総務課 

    ａ 職員の任免、分限、懲戒、服務その他人事に関する事務を行っている。 

    ｂ 叙位、叙勲、ほう賞その他表彰に関する事務を行っている。 

    ｃ 職員の給料、諸手当、旅費及び費用弁償に関する事務を行っている。 

    ｄ 地域振興事務所及び職員能力開発センターに関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２４日 おおむね適正と認められた。 

 

   ウ 行政改革推進課 

    ａ 行政改革の推進に関する事務を行っている。 

    ｂ 職務分析、定員管理及び組織並びに千葉県行政組織条例、千葉県事務委任規則、千葉県組

織規程、千葉県事務決裁規程等に関する事務を行っている。 

    ｃ 事務の実施状況及び職員の服務の監察に関する事務を行っている。 

    ｄ コンプライアンスの推進に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２４日 おおむね適正と認められた。 

 

   エ 財政課 

    ａ 県議会に関する事務を行っている。 

    ｂ 予算の編成及び執行調査に関する事務を行っている。 

    ｃ 財政改革の推進に関する事務を行っている。 

    ｄ 財政調整基金、県債管理基金、土地開発基金及び災害復興・地域再生基金に関する事務を

行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２４日 おおむね適正と認められた。 
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   オ 資産経営課 

    ａ 県有施設の資産経営の総括に関する事務を行っている。 

    ｂ 県有施設の総量縮減の推進に関する事務を行っている。 

    ｃ 県有施設の長寿命化等の推進に関する事務を行っている。 

    ｄ 県有財産の取得、管理及び処分の総括に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２４日 おおむね適正と認められた。 

 

   カ 管財課 

    ａ 公舎事務の総括に関する事務を行っている。 

    ｂ 物品の購入、貸借、修理、処分等に関する事務を行っている。 

    ｃ 物品、委託等に係る契約の指導に関する事務を行っている。 

    ｄ 本庁庁舎の整備及び管理並びに出先機関庁舎の管理指導に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２４日 おおむね適正と認められた。 

 

   キ 税務課 

    ａ 県税に係る総合企画、統計資料及び広報に関する事務を行っている。 

    ｂ 県税に係る税収見込みに関する事務を行っている。 

    ｃ 地方税法の施行に関する事務を行っている。 

    ｄ 県税事務所及び自動車税事務所に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２４日 

注意事項 

個人情報が記載された書類を紛失した事例が認められたこ

とから、今後は、このような事態を二度と発生させないよう、

再発防止に向けた対策を講じること。 

 

 このほかについては、おおむね適正と認められた。 
 

   ク 市町村課 

    ａ 市町村の行政及び財政の助言等に関する事務を行っている。 

    ｂ 市町村の廃置分合及び境界変更等に関する事務を行っている。 

    ｃ 市町村の振興に関する事務を行っている。 

    ｄ 市町村の起債に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２４日 おおむね適正と認められた。 
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   ケ 政策法務課 

    ａ 政策法務に関する事務を行っている。 

    ｂ 法規審査及び法令の解釈その他法制に関する事務を行っている。 

    ｃ 訴訟に係る事務の総括に関する事務を行っている。 

    ｄ 文書館に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２４日 

注意事項 

 雑入（公益目的取得財産残額に相当する額の金銭の贈与）

366,128,600 円の収入未済について、多額であることから、  

解消に努めること。 
 

 このほかについては、おおむね適正と認められた。 
 

   コ 審査情報課 

    ａ 行政不服審査法の施行に関する事務を行っている。 

    ｂ 情報公開に係る事務の総合調整に関する事務を行っている。 

    ｃ 個人情報保護に係る事務の総合調整に関する事務を行っている。 

    ｄ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関す

る事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２４日 おおむね適正と認められた。 

 

   サ 学事課 

    ａ 私立学校に関する事務を行っている。 

    ｂ 学術その他教育の振興に関する事務を行っている。 

    ｃ 宗教法人に関する事務を行っている。 

    ｄ 私立学校審議会及びいじめ重大事態再調査会に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２４日 おおむね適正と認められた。 

 

   シ 情報システム課 

    ａ 行政事務の効率化に係る情報システムの構築に関する事務を行っている。 

    ｂ 情報システムの開発、運用、維持管理及び評価に関する事務を行っている。 

    ｃ 情報通信ネットワークの整備及び運営管理に関する事務を行っている。 

    ｄ 情報セキュリティに関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２４日 おおむね適正と認められた。 
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   ス 総務ワークステーション 

    ａ 職員の扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の額の決定に関する事務を行って

いる。 

    ｂ 職員の給与の支給手続に関する事務を行っている。 

    ｃ 職員の健康管理に関する事務を行っている。 

    ｄ 職員住宅に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２４日 おおむね適正と認められた。 

 

 

  (2) 総合企画部 

   ア 政策企画課 

    ａ 県の基本的な政策の企画、立案及び推進に関する事務を行っている。 

    ｂ 県の重要施策の総合的な推進及び調整に関する事務を行っている。 

    ｃ 県の総合計画の策定及び進行管理に関する事務を行っている。 

    ｄ 地域振興に関する施策の総合的な企画、推進及び調整に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２２日 おおむね適正と認められた。 

 

   イ 東京オリンピック・パラリンピック推進課 
（環境生活部オリンピック・パラリンピック推進局開催準備課、事前キャンプ・大会競技 

支援課）                 ※括弧内は平成 30年 4月 1日現在の機関名。 

    ａ 第三十二回オリンピック競技大会及び第十六回パラリンピック競技大会の開催準備に関

する事務を行っている。 

    ｂ 国際スポーツ大会及びそのキャンプの誘致に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２２日 おおむね適正と認められた。 

 

   ウ 国際課 

    ａ 国際化施策の企画及び総合調整に関する事務を行っている。 

    ｂ 国際交流及び国際協力に関する事務を行っている。 

    ｃ 旅券事務所に関する事務を行っている。 

    ｄ ちば国際コンベンションビューローに関する事務を行っている。  

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２２日 おおむね適正と認められた。 
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   エ 報道広報課 

    ａ 報道に関する事務の総合調整に関する事務を行っている。 

    ｂ 広報の企画及び総合調整に関する事務を行っている。 

    ｃ 千葉の魅力発信に向けた施策の企画及び総合調整に関する事務を行っている。 

    ｄ 県民からの意見聴取に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２２日 おおむね適正と認められた。 

 

   オ 統計課 

    ａ 統計業務の企画調整に関する事務を行っている。 

    ｂ 統計専任職員に関する事務を行っている。 

    ｃ 統計相談に関する事務を行っている。 

    ｄ 統計情報の活用推進に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２２日 

注意事項 

 個人情報が記載された労働力調査の調査票を紛失した事例

が認められたことから、今後は、このような事態を二度と発生

させないよう、再発防止に向けた対策を講じること。 
 

 このほかについては、おおむね適正と認められた。 
 

   カ 水政課 

    ａ 総合的水需給計画の策定及び推進に関する事務を行っている。 

    ｂ 多目的利水事業の調整に関する事務を行っている。 

    ｃ 水資源対策の計画立案に関する基礎的調査に関する事務を行っている。 

    ｄ 広域水道整備計画に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２２日 おおむね適正と認められた。 

 

   キ 空港地域振興課 

    ａ 成田国際空港周辺地域の振興に関する事務を行っている。 

    ｂ 成田国際空港周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する事務を行っている。 

    ｃ 航空に関する基本的施策に関する事務を行っている。 

    ｄ 成田国際空港代替地の管理等に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２２日 おおむね適正と認められた。 
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   ク 交通計画課 

    ａ 交通計画の総合企画に関する事務を行っている。 

    ｂ 県内鉄道網の整備促進に関する事務を行っている。 

    ｃ 県内バス対策に関する事務を行っている。 

    ｄ 鉄道事業法等の施行に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２２日 おおむね適正と認められた。 

 

   ケ 男女共同参画課 

    ａ 男女共同参画社会の形成に関する施策の企画及び総合調整に関する事務を行っている。 

    ｂ 男女共同参画社会の形成に関する事業の実施に関する事務を行っている。 

    ｃ 男女共同参画社会基本法、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律、女

性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の施行に関する事務を行っている。 

    ｄ 男女共同参画センター及び女性サポートセンターに関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２２日 おおむね適正と認められた。 

 

 

  (3) 防災危機管理部 

   ア 防災政策課 

    ａ 防災政策に係る立案、調整及び評価に関する事務を行っている。 

    ｂ 地域防災計画に関する事務を行っている。 

    ｃ 帰宅困難者対策に関する事務を行っている。 

    ｄ 自主防災組織の育成及び防災ボランティア活動の促進に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月１６日 おおむね適正と認められた。 

 

   イ 危機管理課 

    ａ 危機管理の総合調整に関する事務を行っている。 

    ｂ 災害対策の総合調整に関する事務を行っている。 

    ｃ 備蓄、調達及び物流対策に関する事務を行っている。 

    ｄ 防災訓練に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月１６日 おおむね適正と認められた。 
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   ウ 消防課 

    ａ 消防に関する市町村との連絡及び市町村相互の連絡協調に関する事務を行っている。 

    ｂ 消防施設の強化拡充の指導及び助成に関する事務を行っている。 

    ｃ 石油コンビナート等の防災対策に関する事務を行っている。 

    ｄ 消防学校に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月１６日  おおむね適正と認められた。 

 

   エ 産業保安課 

    ａ 工業保安に関する事務を行っている。 

    ｂ 火薬類取締法、高圧ガス保安法、武器等製造法、ガス事業法、電気工事士法、電気用品安

全法、電気事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、電気工事業

の業務の適正化に関する法律等の施行に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月１６日 おおむね適正と認められた。 

 

 

  (4) 健康福祉部 

   ア 健康福祉政策課 

    ａ 健康福祉政策に係る立案、調整及び評価に関する事務を行っている。 

    ｂ 健康危機対策に関する事務を行っている。 

    ｃ 人権啓発に関する事務を行っている。 

    ｄ 健康福祉センター、保健所及び衛生研究所に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２１日 おおむね適正と認められた。 

 

   イ 健康福祉指導課 

    ａ 地域福祉に関する事務を行っている。 

    ｂ 社会福祉主事の養成機関等並びに社会福祉士及び介護福祉士の養成施設の指定等に関す

る事務を行っている。 

    ｃ 社会福祉法人等の運営管理、入所者処遇及び会計管理の指導監査及びその実施のための調

整に関する事務を行っている。 

    ｄ 生活福祉資金等に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２１日 おおむね適正と認められた。 
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   ウ 健康づくり支援課 

    ａ 健康づくりの推進に関する事務を行っている。 

    ｂ 生活習慣病予防対策に関する事務を行っている。 

    ｃ がん対策に関する事務を行っている。 

    ｄ 総合的な自殺対策に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２１日 おおむね適正と認められた。 

 

   エ 疾病対策課 

    ａ 難病対策に関する事務を行っている。 

    ｂ 感染症対策に関する事務を行っている。 

    ｃ アレルギー疾患対策に関する事務を行っている。 

    ｄ 予防接種法、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律、臓器の移植に関する法律、感染

症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の施行に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２１日 

注意事項 

使用料及び賃借料の執行について、事務の遅延に伴う過大な

支出（42,700 円）が認められたことから、今後は、このような

事態を二度と発生させないよう、再発防止に向けた対策を講じ

ること。 

 

 このほかについては、おおむね適正と認められた。 

 

   オ 児童家庭課 

    ａ 児童の福祉及び育成に関する事務を行っている。 

    ｂ 児童の虐待防止対策に関する事務を行っている。 

    ｃ ひとり親家庭等の福祉に関する事務を行っている。 

    ｄ 児童相談所、生実学校及び富浦学園等に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２１日 

注意事項 

① 特別会計母子父子寡婦福祉資金の母子福祉資金元利収入

（貸付金返納等）及び寡婦福祉資金元利収入（貸付金返納等）

313,243,103 円の収入未済について、多額であることから、

回収措置に万全を期し、早期解消に努めること。 

② 雑入（児童扶養手当返還金及び求償金）14,773,870 円の収

入未済について、多額であることから、徴収対策に万全を期

し、早期解消に努めること。 

 

 このほかについては、おおむね適正と認められた。 
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   カ 子育て支援課 

    ａ 少子化対策に関する事務を行っている。 

    ｂ 子育て環境の整備等に関する事務を行っている。 

    ｃ 保育に関する事務を行っている。 

    ｄ 子ども・子育て会議に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２１日 おおむね適正と認められた。 

 

   キ 高齢者福祉課 

    ａ 老人の福祉に関する企画調査に関する事務を行っている。 

    ｂ 老人の保健に関する事務を行っている。 

    ｃ 高齢者施策の総合調整に関する事務を行っている。 

    ｄ 地域包括ケアシステムの推進に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２１日 おおむね適正と認められた。 

 

   ク 障害者福祉推進課 

    ａ 障害者及び障害児の福祉に関する企画調査に関する事務を行っている。 

    ｂ 重度心身障害者及び重度心身障害児の保健医療に関する事務を行っている。 

    ｃ 障害者相談センター及び精神保健福祉センターに関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２１日 

注意事項 

 使用料及び賃借料等の執行について、支出負担行為が 6か月

以上遅延している事例が 1件（594,216 円）、1か月以上 6か月

未満遅延している事例が 3件（10,217,200 円）認められたこと

から、今後は適正な事務手続を行うこと。 

 

 このほかについては、おおむね適正と認められた。 

    

ケ 障害福祉事業課 

    ａ 社会福祉事業団体及び社会福祉事業施設の指導監督に関する事務を行っている。 

    ｂ 障害児の療育に関する事務を行っている。 

    ｃ 障害者介護給付費等不服審査会に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２１日 

注意事項 

 委託料の執行について、支出負担行為が 6か月以上遅延して

いる事例が 1 件（899,640 円）認められたことから、今後は適

正な事務手続を行うこと。 

 

 このほかについては、おおむね適正と認められた。 
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   コ 保険指導課 

    ａ 市町村及び一部事務組合が行う国民健康保険事業の指導監督に関する事務を行っている。 

    ｂ 国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会の設置、解散等の認可及び指導監督に関す

る事務を行っている。 

    ｃ 保険医療機関、保険薬局、保険医及び保険薬剤師の指導監督に関する事務を行っている。 

    ｄ 国民健康保険運営協議会、国民健康保険審査会及び後期高齢者医療審査会に関する事務を

行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２１日 おおむね適正と認められた。 

 

   サ 医療整備課 

    ａ 救急医療体制の整備に関する事務を行っている。 

    ｂ 医師確保対策に関する事務を行っている。 

    ｃ 看護師確保対策に関する事務を行っている。 

    ｄ 保健医療大学、鶴舞看護専門学校及び野田看護専門学校に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２１日 

指摘事項 

 償還金、利子及び割引料の執行について、支払時期の遅延 3

件（107,390,000 円）及び当該遅延に伴う延滞金（289,951 円）

の発生が認められたことから、今後は適正な事務手続を行うこ

と。 

 

注意事項 

① 保健師等修学資金貸付金及び理学療法士等修学資金貸  

付金について、返還等の手続に関し長年にわたる不適切な事

務処理が認められ、債権管理に適正を欠くことから、今後は

適切に事務処理を行うこと。 

② 個人情報が記載された書類を紛失した事例が認められ  

たことから、今後は、このような事態を二度と発生させない

よう、再発防止に向けた対策を講じること。 

 

このほかについては、おおむね適正と認められた。 
 

   シ 薬務課 

    ａ 薬事保健衛生に関する事務を行っている。 

    ｂ 生物学的製剤、緊急医薬品及び防疫用薬剤の需給に関する事務を行っている。 

    ｃ 献血推進に関する事務を行っている。 

    ｄ 薬物乱用対策推進本部に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２１日 おおむね適正と認められた。 
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   ス 衛生指導課 

    ａ 食品衛生に関する事務を行っている。 

    ｂ 食品の安全性確保の総合的な推進に関する事務を行っている。 

    ｃ 狂犬病の予防に関する事務を行っている。 

    ｄ 動物愛護センター及び食肉衛生検査所に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２１日 

注意事項 

 食品衛生監視員について、任命要件を満たしていない職員を

誤って任命していた事例が認められたことから、今後は、この

ような事態を二度と発生させないよう、再発防止に向けた対策

を講じること。 

 

 このほかについては、おおむね適正と認められた。 
 

 

  (5) 環境生活部 

   ア 環境政策課 

    ａ 環境及び県民生活に関する政策の立案、調整及び評価に関する事務を行っている。 

    ｂ 環境保全に関する市町村との調整及び指導に関する事務を行っている。 

    ｃ 環境保全協定に関する事務を行っている。 

    ｄ 環境研究センターに関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２２日 おおむね適正と認められた。 

 

   イ 大気保全課 

    ａ 大気汚染発生源に対する監視及び指導に関する事務を行っている。 

    ｂ 大気汚染防止のために必要な調査、測定、検査等に関する事務を行っている。 

    ｃ 騒音、悪臭及び振動に関する調査、規制及び指導に関する事務を行っている。 

    ｄ 自動車公害の防止に係る企画、調査及び調整に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２２日 おおむね適正と認められた。 

 

   ウ 水質保全課 

    ａ 公共用水域及び地下水の水質の汚濁源に対する監視及び指導に関する事務を行っている。 

    ｂ 公共用水域及び地下水の水質の汚濁防止のために必要な調査､測定､検査等に関する事務

を行っている。 

    ｃ 地盤沈下防止に関する調査及び指導に関する事務を行っている。 

    ｄ 生活排水対策浄化槽推進事業に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２２日 おおむね適正と認められた。 
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   エ 自然保護課 

    ａ 自然保護に関する計画の策定及び連絡調整に関する事務を行っている。 

    ｂ 自然保護の推進に関する事務を行っている。 

    ｃ 自然保護及び植物愛護に関する思想の普及及びかん養に関する事務を行っている。 

    ｄ 鳥獣による被害の防止に係る事業に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２２日 おおむね適正と認められた。 

 

   オ 循環型社会推進課 

    ａ 廃棄物の処理に関する総合調整に関する事務を行っている。 

    ｂ 廃棄物の処理に係る企画及び調査に関する事務を行っている。 

    ｃ 循環型社会づくりの推進及びエコタウンプランに関する事務を行っている。 

    ｄ 地球温暖化対策に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２２日 おおむね適正と認められた。 

 

   カ 廃棄物指導課 

    ａ 産業廃棄物の処理の指導に係る企画及び調整に関する事務を行っている。 

    ｂ 一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の設置者に対する指導に関する事務を行っ

ている。 

    ｃ 産業廃棄物の排出事業者の指導に関する事務を行っている。 

    ｄ 土砂等の埋立て等に係る指導及び監視に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２２日 

注意事項 

雑入（行政代執行費用等原因者償還金）1,070,024,656 円の

収入未済について、多額であることから、徴収対策に万全を期

し、早期解消に努めること。 

 

 このほかについては、おおむね適正と認められた。 
 

   キ くらし安全推進課 

    ａ 交通安全対策の総合企画に関する事務を行っている。 

    ｂ 消費者行政に関する事務を行っている。 

    ｃ 金融の広報に関する事務を行っている。 

    ｄ 消費者センターに関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２２日 おおむね適正と認められた。 
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   ク 県民生活・文化課 

    ａ 文化振興に係る企画及び調整に関する事務を行っている。 

    ｂ 文化活動の推進に関する事務を行っている。 

    ｃ ボランティア活動、ＮＰＯ活動等の促進に関する総合対策並びに関係機関との連携及び関

係部課との連絡調整に関する事務を行っている。 

    ｄ 青少年に関する総合対策並びに関係機関及び関係部課との連絡調整に関する事務を行っ

ている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２２日 おおむね適正と認められた。 

 

 

  (6) 商工労働部 

   ア 経済政策課 

    ａ 商工労働行政に係る立案、調整及び評価に関する事務を行っている。 

    ｂ 商工会議所、商工会及びその連合団体に関する事務を行っている。 

    ｃ 国際会議等の誘致に関する事務を行っている。 

    ｄ アクアライン及び圏央道の活用促進に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２３日 おおむね適正と認められた。 

 

   イ 経営支援課 

    ａ 中小企業の金融に関する事務を行っている。 

    ｂ 金融機関との連絡調整に関する事務を行っている。 

    ｃ 信用保証協会に関する事務を行っている。 

    ｄ 中小企業構造の高度化に係る事業計画に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２３日 

注意事項 

特別会計小規模企業者等設備導入資金の雑入（償還金等）

107,420,837 円の収入未済について、多額であることから、回

収措置に万全を期し、早期解消に努めること。 

 

 このほかについては、おおむね適正と認められた。 

 

   ウ 産業振興課 

    ａ 工業の振興に関する事務を行っている。 

    ｂ 新産業の創出及び振興に関する事務を行っている。 

    ｃ 中小企業の経営支援及び下請事業に関する事務を行っている。 

    ｄ 産業支援技術研究所及び計量検定所に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２３日 おおむね適正と認められた。 
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   エ 企業立地課 

    ａ 企業誘致に関する事務を行っている。 

    ｂ かずさアカデミアパーク事業の推進に関する事務を行っている。 

    ｃ 工業団地の整備及び分譲に関する事務を行っている。 

    ｄ 工場立地法に基づく工場適地調査及び工場立地動向調査に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２３日 おおむね適正と認められた。 

 

   オ 観光企画課 

    ａ 観光施策の企画に関する事務を行っている。 

    ｂ 観光立県ちば推進基本計画に関する事務を行っている。 

    ｃ 伝統的工芸品の振興に関する事務を行っている。 

    ｄ 国際観光ホテル整備法、旅行業法等の施行に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２３日 おおむね適正と認められた。 

 

   カ 観光誘致促進課 

    ａ 観光客の誘致施策に関する事務を行っている。 

    ｂ 県産品の振興に関する事務を行っている。 

    ｃ 通訳案内士法等の施行に関する事務を行っている。 

    ｄ ちばプロモーション協議会に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２３日 おおむね適正と認められた。 

 

   キ 雇用労働課 

    ａ 雇用施策の企画及び立案に関する事務を行っている。 

    ｂ 雇用対策の推進に関する事務を行っている。 

    ｃ 労働教育に関する事務を行っている。 

    ｄ 労働福祉に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２３日 おおむね適正と認められた。 
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   ク 産業人材課 

    ａ 公共職業能力開発施設の行う職業訓練に関する事務を行っている。 

    ｂ 認定職業訓練に関する事務を行っている。 

    ｃ 職業訓練団体に関する事務を行っている。 

    ｄ 高等技術専門校及び障害者高等技術専門校に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２３日 おおむね適正と認められた。 

 

 

  (7) 農林水産部 

   ア 農林水産政策課 

    ａ 農林水産業政策の立案、調整及び評価に関する事務を行っている。 

    ｂ 部内の所掌に係る契約事務の総括に関する事務を行っている。 

    ｃ 農林水産業試験研究機関の機関評価に関する事務を行っている。 

    ｄ 農業事務所に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２３日 おおむね適正と認められた。 

 

   イ 団体指導課 

    ａ 農業協同組合、森林組合及び水産業協同組合の指導に関する事務を行っている。 

    ｂ 農事組合法人に関する事務を行っている。 

    ｃ 農林水産業の金融に関する事務を行っている。 

    ｄ 農業協同組合、森林組合、水産業協同組合及び土地改良区等の検査に関する事務を行って

いる。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２３日  おおむね適正と認められた。 

 

   ウ 生産振興課 

    ａ 野菜、果樹、花及び植木の生産振興に関する事務を行っている。 

    ｂ 米、麦、大豆及び特用作物等の生産振興に関する事務を行っている。 

    ｃ 地域水田農業の総合的対策に関する事務を行っている。 

    ｄ 農作物の原種の生産及び配付に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２３日 おおむね適正と認められた。 
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   エ 流通販売課 

    ａ 農産物、畜産物及び特用林産物の販売促進並びに農産物の流通対策に関する事務を行って

いる。 

    ｂ 農産物の消費拡大に関する事務を行っている。 

    ｃ 食品産業との連携による農業振興に関する事務を行っている。 

    ｄ 首都圏市場の情報収集、分析等に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２３日 おおむね適正と認められた。 

 

   オ 担い手支援課 

    ａ 農業の担い手育成に関する事務を行っている。 

    ｂ 農業経営及び農村生活の改善等普及活動の推進に関する事務を行っている。 

    ｃ 農業法人の育成及び支援に関する事務を行っている。 

    ｄ 農林総合研究センター及び農業大学校に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２３日 おおむね適正と認められた。 

 

   カ 農地・農村振興課 

    ａ 農村環境の整備に関する事務を行っている。 

    ｂ 耕作放棄地対策に関する事務を行っている。 

    ｃ 鳥獣による農業への被害の防止に係る事業に関する事務を行っている。 

    ｄ 農地利用集積に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２３日 おおむね適正と認められた。 

 

   キ 安全農業推進課 

    ａ 食育の推進に関する事務を行っている。 

    ｂ 農薬の指導取締りに関する事務を行っている。 

    ｃ 環境保全型農業の推進に関する事務を行っている。 

    ｄ 農業生産工程管理の推進に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２３日 

注意事項 

 雑入（補助金返還金）16,269,000 円の収入未済について、多

額であることから、徴収対策に万全を期し、早期解消に努める

こと。 

 

 このほかについては、おおむね適正と認められた。 
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   ク 耕地課 

    ａ 農業農村整備事業の調査、計画、評価及び調整に関する事務を行っている。 

    ｂ 農業水利に係る調査、計画及び調整に関する事務を行っている。 

    ｃ 農地等の防災、保全及び災害復旧に関する事務を行っている。 

    ｄ 土地改良法に基づく事業を行う団体の指導監督に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２３日 おおむね適正と認められた。 

 

   ケ 畜産課 

    ａ 畜産の振興に関する事務を行っている。 

    ｂ 家畜の衛生に関する事務を行っている。 

    ｃ 畜産環境保全に関する事務を行っている。 

    ｄ 家畜保健衛生所及び畜産総合研究センターに関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２３日 おおむね適正と認められた。 

 
   コ 森林課 

    ａ 森林・林業行政に係る企画及び調整に関する事務を行っている。 

    ｂ 県営林の管理経営に関する事務を行っている。 

    ｃ 木材の生産・加工・流通に関する事務を行っている。 

    ｄ 林業事務所に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２３日 

注意事項 

 森林土木資材価格調査委託について、調査の対象とならない

品目を調査していることから、今後は適正な事務手続を行うこ

と。 

 

 このほかについては、おおむね適正と認められた。 
 

 

  ＜水産局＞ 

   サ 水産課 

    ａ 水産局の事業に係る企画調整及び漁協等との連絡調整に関する事務を行っている。 

    ｂ 漁船漁業の振興に関する事務を行っている。 

    ｃ 水産加工業の振興に関する事務を行っている。 

    ｄ 水産事務所、水産情報通信センター及び水産総合研究センターに関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２３日 おおむね適正と認められた。 
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   シ 漁業資源課 

    ａ 水産資源の保護に関する事務を行っている。 

    ｂ 栽培漁業及び資源管理型漁業の推進に関する事務を行っている。 

    ｃ 増殖及び養殖業に関する事務を行っている。 

    ｄ 水域環境の保全、改善及び総合調整に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２３日 おおむね適正と認められた。 

 

   ス 漁港課 

    ａ 漁港の指定に関する事務を行っている。 

    ｂ 漁港の管理に関する事務を行っている。 

    ｃ 漁港の計画に関する事務を行っている。 

    ｄ 漁港事務所に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２３日 おおむね適正と認められた。 

 

 

  (8) 県土整備部 

   ア 県土整備政策課 

    ａ 部内の所掌に係る事業の進行管理に関する事務を行っている。 

    ｂ 県土整備政策の立案、調整及び評価に関する事務を行っている。 

    ｃ 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に

関する法律等の施行に関する事務を行っている。 

    ｄ 土木事務所、港湾事務所、北千葉道路建設事務所、ダム管理事務所、区画整理事務所及び

下水道事務所に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２７日 

注意事項 

 簡易センサー等設置工事について、予定価格を超えた金額で

契約を締結していた事例が認められたことから、今後は適正な

事務手続を行うこと。 

 

 このほかについては、おおむね適正と認められた。 
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   イ 技術管理課 

    ａ 建設技術に関する調査及び指導に関する事務を行っている。 

    ｂ 工事及び委託設計業務等の検査及び指導に関する事務を行っている。 

    ｃ 土木工事に係る設計積算及び積算基準に関する事務を行っている。 

    ｄ 工事の安全対策に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２７日 

注意事項 

 土木積算システムのプログラムミスにより、土木事務所にお

ける工事について、最低制限価格の算定誤りが 1件生じたこと

で、契約を解除した事例が認められたことから、このような事

態を二度と発生させないよう、再発防止に向けた対策を講じる

こと。 

 

 このほかについては、おおむね適正と認められた。 
 

   ウ 建設・不動産業課 

    ａ 建設工事に係る契約事務の総合調整に関する事務を行っている。 

    ｂ 建設統計に関する事務を行っている。 

    ｃ 建設機械抵当法に基づく建設機械の打刻及び検認に関する事務を行っている。 

    ｄ 千葉県建設工事等指名業者選定審査会に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２７日 おおむね適正と認められた。 

 

   エ 用地課 

    ａ 部内の用地及び補償に関する指導及び総合調整に関する事務を行っている。 

    ｂ 部内の登記事務の指導に関する事務を行っている。 

ｃ 国土交通省所管の公共用財産及び土木工事によって生じた廃道敷､廃川敷等で県有地と     

なったものの管理及び処分に関する事務を行っている。 

    ｄ 土地等の収用、買収及び補償に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２７日 おおむね適正と認められた。 

 

   オ 道路計画課 

    ａ 道路整備の企画及び計画に関する事務を行っている。 

    ｂ 有料道路に関する事務を行っている。 

    ｃ 首都圏中央連絡自動車道、東京外かく環状道路、東関東自動車道館山線、千葉柏道路等の

建設促進に係る総合調整に関する事務を行っている。 

    ｄ 東京湾アクアラインに関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２７日 おおむね適正と認められた。 
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   カ 道路整備課 

    ａ 道路事業の調査、調整に関する事務を行っている。 

    ｂ 道路の新設及び改築に関する事務を行っている。 

    ｃ 都市計画道路事業に関する事務を行っている。 

    ｄ 連続立体交差の計画及び事業に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２７日 おおむね適正と認められた。 

 

   キ 道路環境課 

    ａ 道路の維持及び管理に関する事務を行っている。 

    ｂ 道路の舗装、新設及び改良に関する事務を行っている。 

    ｃ 道路の愛護奨励に関する事務を行っている。 

    ｄ 道路運送法、道路法等の施行に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２７日  おおむね適正と認められた。 

    

ク 河川整備課 

    ａ 河川事業、海岸事業等に係る基本的な施策の企画、立案及び推進に関する事務を行ってい

る。 

    ｂ 河川に関する事務を行っている。 

    ｃ 海岸に関する事務を行っている。 

    ｄ 運河に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２７日 おおむね適正と認められた。 

 

   ケ 河川環境課 

    ａ 河川、海岸等の管理に関する事務を行っている。 

    ｂ 船舶の係留保管の適正化の総括に関する事務を行っている。 

    ｃ 水防活動の総括に関する事務を行っている。 

    ｄ 河川、海岸等の愛護奨励に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２７日 おおむね適正と認められた。 
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   コ 港湾課 

    ａ 港湾の計画、調査、建設及び改良に関する事務を行っている。 

    ｂ 海岸保全施設の計画、建設及び改良に関する事務を行っている。 

    ｃ 港湾の管理及び運営に関する事務を行っている。 

    ｄ 港湾振興施策に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２７日 おおむね適正と認められた。 

 

   サ 営繕課 

    ａ 公共建築物の営繕計画に関する事務を行っている。 

    ｂ 新規公共建築物の設計､調査及び監督の受託に関する事務を行っている。 

    ｃ 建築工事に係る積算基準に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２７日 おおむね適正と認められた。 

 

   シ 施設改修課 

    ａ 公共建築物の保全計画に関する事務を行っている。 

    ｂ 既存公共建築物の改修の設計、調査及び監督の受託に関する事務を行っている。 

    ｃ 既存公共建築物の耐震診断及び耐震改修に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２７日 おおむね適正と認められた。 

 

 

  ＜都市整備局＞ 

   ス 都市計画課 

    ａ 都市計画に関する事務を行っている。 

    ｂ 宅地開発に関する事務を行っている。 

    ｃ 宅地造成の調査及び指導に関する事務を行っている。 

    ｄ 都市計画審議会及び開発審査会に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２７日 おおむね適正と認められた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 25 - 
 

   セ 市街地整備課 

    ａ 市街地再開発等の調査及び指導に関する事務を行っている。 

    ｂ 土地区画整理事業に関する事務を行っている。 

    ｃ つくばエクスプレス沿線の整備促進に係る総合調整に関する事務を行っている。 

    ｄ 土地区画整理審議会に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２７日 おおむね適正と認められた。 

 

   ソ 公園緑地課 

    ａ 都市計画公園事業に関する事務を行っている。 

    ｂ 屋外広告物法、都市公園法等の施行に関する事務を行っている。 

    ｃ 千葉県良好な景観の形成の推進に関する条例の施行に関する事務を行っている。 

    ｄ 屋外広告物審議会及び景観審議会に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２７日  おおむね適正と認められた。 

 

   タ 下水道課 

    ａ 下水道に係る調査及び計画に関する事務を行っている。 

    ｂ 下水道に係る予算の調整に関する事務を行っている。 

    ｃ 流域下水道の建設及び維持管理に関する事務を行っている。 

    ｄ 公共下水道及び都市下水路に係る指導に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２７日 おおむね適正と認められた。 

 

   チ 建築指導課 

    ａ 建築物に係る調査及び施策の企画調整に関する事務を行っている。 

    ｂ 建築形態規制に係る区域指定等に関する事務を行っている。 

    ｃ 建築関係団体及び建築士等の指導に関する事務を行っている。 

    ｄ 建築物の防災対策の推進に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２７日 おおむね適正と認められた。 
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   ツ 住宅課 

    ａ 住宅政策に係る企画、立案及び調整に関する事務を行っている。 

    ｂ 県営住宅及び応急収容施設の建設に関する事務を行っている。 

    ｃ 県営住宅の管理に関する事務を行っている。 

    ｄ 千葉県住宅供給公社の業務の監督等に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２７日 

指摘事項 

 住居改善設備工事等について、積算金額の誤り（計 8,996,400

円の過小 7件）が認められたことから、今後は適正な積算を行

うこと。 

 

注意事項 

 土木使用料（県営住宅使用料）409,309,917 円の収入未済に

ついて、多額であることから、徴収対策に万全を期し、早期解

消に努めること。 

 

 このほかについては、おおむね適正と認められた。 
 

 

  (9) 出納局 

    ａ 指定金融機関等に関する事務を行っている。 

    ｂ 本庁の各課及び各かいの会計検査に関する事務を行っている。 

    ｃ 歳入歳出決算に関する事務を行っている。 

    ｄ 資金運用計画に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月１６日 おおむね適正と認められた。 

 

 

  (10) 県議会事務局 

    ａ 本会議議事運営に関する事務を行っている。 

    ｂ 委員会に関する事務を行っている。 

    ｃ 議員の照会事項の調査に関する事務を行っている。 

    ｄ 図書及び行政資料の収集、保管、閲覧及び貸出しに関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２７日 おおむね適正と認められた。 
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  (11) 教育庁 

  ＜企画管理部＞ 

   ア 教育総務課 

    ａ 教育委員会の会議並びに請願書及び陳情書の処理に関する事務を行っている。 

    ｂ 職員の任免、分限、懲戒、服務、勤務成績の評定、人事記録その他の人事に関する事務を

行っている。 

    ｃ 規則及び訓令その他の規程の案その他文書の審査並びに法規の解釈に関する事務を行っ

ている。 

    ｄ 教育事務所に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２８日 おおむね適正と認められた。 

 

   イ 教育政策課 

    ａ 教育に関する基本的な政策の企画、立案及び推進に関する事務を行っている。 

    ｂ 教育に関する重要施策の総合調整に関する事務を行っている。 

    ｃ 教育に関する長期計画の策定及び進行管理に関する事務を行っている。 

    ｄ 広報及び広聴に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２８日 おおむね適正と認められた。 
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ウ 財務施設課（財務課、教育施設課） 

     ※括弧内は平成 30年 4月 1日現在の機関名。 

    ａ 教育に関する事務に係る予算についての意見の調整に関する事務を行っている。 

    ｂ 教育財産の取得、管理及び処分の総括に関する事務を行っている。 

    ｃ 財務事務の指導及び助言に関する事務を行っている。 

    ｄ 建設工事に係る設計及び監理に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２８日 

指摘事項 

千葉県立下総高等学校屋内運動場天井撤去建築工事につい

て、積算金額の誤り（658,800 円の過小）が認められたことか

ら、今後は適正な積算を行うこと。 

 

注意事項 

① 特別会計奨学資金の雑入（奨学資金貸付金返納等）  

79,188,043 円の収入未済について、多額であることから、回

収措置に万全を期し、早期解消に努めること。 

② 千葉県立君津特別支援学校作業棟増築他工事実施設計業務

委託について、最低制限価格の算定誤り及び積算金額の誤り

（48,600 円の過小）が認められたことから、今後は適正な事

務手続を行うこと。 

③ 奨学資金貸付金の執行について、相手方を誤って口座振込

した事例が認められたことから、今後は、このような事態を

二度と発生させないよう、再発防止に向けた対策を講じるこ

と。 

 

 このほかについては、おおむね適正と認められた。 
 

   エ 県立学校改革推進課（教育政策課、特別支援教育課） 

     ※括弧内は平成 30年 4月 1日現在の機関名。 

    ａ 県立学校の改革推進に関する事務を行っている。 

ｂ 県立高等学校再編計画及び県立特別支援学校整備計画の策定及び実施並びにこれらに 

伴う連絡調整に関する事務を行っている。 

    ｃ 県立中学校、県立高等学校及び県立特別支援学校の設置、廃止及び組織編制に関する事務

を行っている。 

    ｄ 県立中学校及び県立高等学校の通学区域の設定及び変更に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２８日 おおむね適正と認められた。 
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   オ 福利課 

    ａ 職員及び県費負担教職員並びに学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関す

る事務を行っている。 

    ｂ 退職した職員及び県費負担教職員の退職手当の支給に関する事務を行っている。 

    ｃ 退職した職員及び県費負担教職員の恩給等に関する事務を行っている。 

    ｄ 教職員住宅に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２８日 

注意事項 

 普通財産として管理している土地について、第三者により不

法占有されており、管理が十分に行われていない事例が認めら

れることから、今後は適正な管理を行うこと。 

 

 このほかについては、おおむね適正と認められた。 
 

 

  ＜教育振興部＞ 

   カ 生涯学習課 

    ａ 生涯学習の振興のための施策の企画及び調整に関する事務を行っている。 

    ｂ 社会教育の振興に関する調査及び企画に関する事務を行っている。 

    ｃ 学校、家庭及び地域の連携に係る施策の企画、立案及び調整に関する事務を行っている。 

    ｄ 県立の社会教育施設及びさわやかちば県民プラザに関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２８日 おおむね適正と認められた。 

 

   キ 指導課（学習指導課、児童生徒課） 

     ※括弧内は平成 30年 4月 1日現在の機関名。 

    ａ 市町村立の小学校、中学校及び高等学校並びに県立の中学校及び高等学校における教育課

程及び学習指導に関する事務を行っている。 

    ｂ 県立中学校及び県立高等学校における学校運営の状況についての評価の総合調整に関す

る事務を行っている。 

    ｃ 不登校児童生徒等に係る調査及び対策等に関する事務を行っている。 

    ｄ 総合教育センター及び子どもと親のサポートセンターに関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２８日  おおむね適正と認められた。 
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ク 特別支援教育課 

    ａ 県立特別支援学校における教育内容充実のための調査及び企画に関する事務を行ってい

る。 

ｂ 県立特別支援学校及び公立義務教育諸学校等の特別支援学級等の教育課程及び学習指導

に関する事務を行っている。 

    ｃ 県立特別支援学校の教育職員に対する学校教育に係る専門的事項の指導及び助言に関す

る事務を行っている。 

    ｄ 学校における教育上特別の支援を必要とする児童生徒等に対する学習指導に関する事務

を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２８日 おおむね適正と認められた。 

 

   ケ 教職員課 

    ａ 県立学校及び公立義務教育諸学校等の学級編制に関する事務を行っている。 

    ｂ 県立学校の職員及び県費負担教職員の任免、分限、懲戒、服務、人事評価、人事記録その

他の人事に関する事務を行っている。 

    ｃ 県立学校及び公立義務教育諸学校等の校長及び教員の選考に関する事務を行っている。 

    ｄ 教員の免許状に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２８日 おおむね適正と認められた。 

 

   コ 学校安全保健課 

    ａ 学校保健等に係る調査及び企画並びに指導に関する事務を行っている。 

    ｂ 千葉県公立学校職員健康審査会に関する事務を行っている。 

    ｃ 千葉県学校給食会に関する事務を行っている。 

    ｄ 教育機関の安全管理の総括に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２８日 おおむね適正と認められた。 

 

   サ 文化財課 

    ａ 文化財の保存及び活用に係る調査及び企画並びに援助に関する事務を行っている。 

    ｂ 文化財の指定及び管理に関する事務を行っている。 

    ｃ 県立の博物館に関する事務を行っている。 

    ｄ 千葉県美術品等取得基金の管理に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２８日 おおむね適正と認められた。 
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シ 体育課 

    ａ 学校体育に関する調査及び企画に関する事務を行っている。 

    ｂ 体育大会及び競技会に関する指導及びその実施に関する事務を行っている。 

    ｃ ちばアクアラインマラソンの開催に関する事務を行っている。 

    ｄ 第三十二回オリンピック競技大会及び第十六回パラリンピック競技大会に関する選手の

強化に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２８日 おおむね適正と認められた。 

 

 

  (12) 警察本部 

ａ 千葉県公安委員会の庶務、広報、会計、警察装備等に関する事務を行っている。 

ｂ 人事・定員・給与、福利厚生、犯罪被害者等給付金等に関する事務を行っている。 

ｃ 犯罪の予防、少年非行の防止、保安警察等に関する事務を行っている。 

    ｄ 地域警察、警らに関する事務を行っている。 

    ｅ 刑事警察、犯罪鑑識、薬物・銃器・組織犯罪の取締り等に関する事務を行っている。 

    ｆ 交通警察に関する事務を行っている。 

    ｇ 警備警察、災害警備、警護・警衛等に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２４日 

指摘事項 

市川警察署 1階当直室設置工事等について、積算金額の誤り

（計 6,231,600 円の過小 6 件、計 58,320 円の過大 2 件）が認

められたことから、今後は適正な積算を行うこと。 

 

注意事項 

 公安委員会の議決を得ないまま、自動車の運転免許の取消処

分を軽減した事例が認められたことから、今後は適正な事務手

続を行うこと。 
 

 このほかについては、おおむね適正と認められた。 
 

 

  (13) 委員会等 

   ア 監査委員事務局 

    ａ 監査委員の庶務に関する事務を行っている。 

    ｂ 普通会計及び公営企業会計に属する部局等の定期監査、随時監査及び決算審査等に関する

事務を行っている。 

    ｃ 行政監査、住民監査請求、外部監査、例月出納検査及び県が財政的援助等を与えているも

のの監査等に関する事務を行っている。 

    ｄ 健全化判断比率及び資金不足比率の審査に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２１日 おおむね適正と認められた。 
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イ 人事委員会事務局 

    ａ 人事委員会の会議運営に関する事務を行っている。 

    ｂ 競争試験、選考の実施その他任用に関する事務を行っている。 

    ｃ 職員の給与一般に関する事務を行っている。 

    ｄ 勤務時間その他の勤務条件に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２７日 

注意事項 

個人情報が記載された千葉県職員採用試験申込書を紛失

した事例が認められたことから、今後は、このような事態を

二度と発生させないよう、再発防止に向けた対策を講じるこ

と。 

 

このほかについては、おおむね適正と認められた。 
 

   ウ 労働委員会事務局 

    ａ 労働委員会の会議に関する事務を行っている。 

    ｂ 労働争議のあっせん、調停及び仲裁に関する事務を行っている。 

    ｃ 労働争議の実情調査に関する事務を行っている。 

    ｄ 不当労働行為に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２１日 おおむね適正と認められた。 

 

   エ 海区漁業調整委員会事務局 

    ａ 委員会の会議に関する事務を行っている。 

    ｂ 公聴会及び意見の聴取に関する事務を行っている。 

    ｃ 委員会の答申、建議、指示等に関する事務を行っている。 

    ｄ 漁業調整に必要な調査及び資料の収集に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２３日 おおむね適正と認められた。 

 

   オ 収用委員会事務局 

    ａ 委員会の審理及び会議に関する事務を行っている。 

    ｂ 土地等の収用及び使用の権利取得裁決及び明渡裁決に関する事務を行っている。 

    ｃ 和解の勧告及び和解調書の作成に関する事務を行っている。 

    ｄ 測量、事業の廃止等による損失補償の裁決に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年８月２７日 おおむね適正と認められた。 
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  (14) 総務部出先機関 
   ア 地域振興事務所 

 地域振興の推進、県民生活の向上、広報及び広聴並びに環境の保全に関する事務等の一部を
行っている。 

№ 監査対象機関名 監査実施年月日 監 査 結 果 

１ 香取地域振興事務所 平成３０年５月１０日 

注意事項 

① 行政財産を目的外使用させている

にもかかわらず、使用許可手続を行

っていない事例が認められたことか

ら、今後は適正な事務手続を行うこ

と。 

② 雑入について、調定が欠落してい

る事例が 6件（50,100 円）認められ

たことから、今後は適正な事務手続

を行うこと。 

 

 このほかについては、おおむね適正

と認められた。 

２ 印旛地域振興事務所 平成３０年６月１日 おおむね適正と認められた。 

３ 東葛飾地域振興事務所 平成３０年６月１４日 〃 

 
   イ 県税事務所 

 県税及び県税に係る税外諸収入に関する事務の一部を行っている。 

№ 監査対象機関名 監査実施年月日 監 査 結 果 

１ 佐倉県税事務所 平成３０年６月１日 おおむね適正と認められた。 

２ 千葉西県税事務所 平成３０年６月８日 〃 

３ 東金県税事務所 平成３０年６月８日 〃 

４ 松戸県税事務所 平成３０年６月１４日 〃 

５ 船橋県税事務所 平成３０年６月２８日 〃 

６ 中央県税事務所 平成３０年７月２０日 〃 
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№ 監査対象機関名 監査実施年月日 監 査 結 果 

７ 柏県税事務所 平成３０年７月２０日 

注意事項 

不動産取得税について、課税誤りが

68 件（合計 4,008,100 円の過大）認め

られたことから、今後は、このような

事態を二度と発生させないよう、再発

防止に向けた対策を講じること。 

 

 このほかについては、おおむね適正

と認められた。 

８ 香取県税事務所 平成３０年７月２０日 

指摘事項 

自動車税について、減免手続の遅延

に伴い、還付加算金が発生した事例が

2件（2,300 円）、期間の徒過により課

税できなくなった事例が 1件（39,500

円）認められたことから、今後は、こ

のような事態を二度と発生させないよ

う、再発防止に向けた対策を講じるこ

と。 

 

 このほかについては、おおむね適正

と認められた。 

９ 旭県税事務所 平成３０年７月２０日 おおむね適正と認められた。 

１０ 茂原県税事務所 平成３０年７月２０日 〃 

１１ 館山県税事務所 平成３０年７月２０日 〃 

１２ 木更津県税事務所 平成３０年７月２０日 〃 

１３ 市原県税事務所 平成３０年７月２０日 

注意事項 

収入事務について、収納済現金と領

収済通知書の金額に差異（50,000 円の

過少）があり、不適正な事務処理が認

められたことから、今後は、このよう

な事態を二度と発生させないよう、再

発防止に向けた対策を講じること。 

 

 このほかについては、おおむね適正

と認められた。 
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ウ 自動車税事務所 
 千葉県県税条例に基づく自動車税及び自動車取得税の賦課徴収に関する事務を行っている。 

№ 監査対象機関名 監査実施年月日 監 査 結 果 

１ 自動車税事務所 平成３０年７月２０日 

注意事項 

収入事務について、収納済現金と領

収済通知書の金額に差異が 2 件

（10,600 円の過大）あり、不適正な事

務処理が認められたことから、今後は、

このような事態を二度と発生させない

よう、再発防止に向けた対策を講じる

こと。 

 

このほかについては、おおむね適正

と認められた。  

 
 
  (15) 健康福祉部出先機関 
   ア 健康福祉センター 

 保健、医療、衛生及び社会福祉に関する事務の一部を行っている。 

№ 監査対象機関名 監査実施年月日 監 査 結 果 

１ 印旛健康福祉センター 平成３０年６月１日 おおむね適正と認められた。 

２ 香取健康福祉センター 平成３０年７月６日 

注意事項 

負担金、補助及び交付金の執行につ

いて、支出負担行為が 6か月以上遅延

している事例が 2 件（102,612 円）認

められたことから、今後は適正な事務

手続を行うこと。 

 

このほかについては、おおむね適正

と認められた。 

 

   イ 動物愛護センター 
 狂犬病予防法、動物の愛護及び管理に関する法律等に関する事務を行っている。 

№ 監査対象機関名 監査実施年月日 監 査 結 果 

１ 動物愛護センター 平成３０年５月１６日 

指摘事項 

需用費の執行について、支払時期の

遅延 1件（79,101 円）及び当該遅延に

伴う延滞金（125 円）の発生が認めら

れたことから、今後は適正な事務手続

を行うこと。 

 

このほかについては、おおむね適正

と認められた。 
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 (16) 商工労働部出先機関 
ア 高等技術専門校 

訓練生の訓練及び就業支援に関する事務を行っている。 

№ 監査対象機関名 監査実施年月日 監 査 結 果 

１ 旭高等技術専門校 平成３０年５月１８日 おおむね適正と認められた。 

 
 
  (17) 農林水産部出先機関 
   ア 農業事務所 

農業に関する事務の一部を行っている。 

№ 監査対象機関名 監査実施年月日 監 査 結 果 

１ 印旛農業事務所 平成３０年５月１１日 

注意事項 

特別会計就農支援資金の貸付金元利

収入について、平成 29年 12 月末現在

で 15,446,000 円と多額の収入未済が

認められることから、回収措置に万全

を期し、早期解消に努めること。 
 
このほかについては、おおむね適正

と認められた。 
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№ 監査対象機関名 監査実施年月日 監 査 結 果 

２ 海匝農業事務所 平成３０年５月１８日 

指摘事項 

庁舎清掃業務委託について、平成 27

年度分から 4か年度分にわたって最低

制限価格の設定誤りがあり、契約金額

が過大となっている事例が認められた

ことから、今後は適正な事務手続を行

うこと。 

 

注意事項 

① 所属として存在を把握していない

現金（19,410 円）及び金券（3枚）

が発見されたことから、今後は、こ

のような事態を二度と発生させない

よう、現金等の適正な管理を徹底し、

再発防止に努めること。 

② 個人情報が記載された書類を紛失

した事例が認められたことから、今

後は、このような事態を二度と発生

させないよう、再発防止に向けた対

策を講じること。 

③ 特別会計就農支援資金の貸付金元

利収入等について、平成 29 年 12 月

末現在で 25,499,003 円と多額の収

入未済が認められることから、回収

措置に万全を期し、早期解消に努め

ること。 

 

 このほかについては、おおむね適正

と認められた。 

３ 安房農業事務所 平成３０年６月５日 おおむね適正と認められた。 

４ 君津農業事務所 平成３０年７月３日 〃 
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№ 監査対象機関名 監査実施年月日 監 査 結 果 

５ 香取農業事務所 平成３０年７月６日 

注意事項 

① 山田詰所取壊工事について、  

積算基準の適用を誤った事例が認め

られたことから、今後は適正な事務

手続を行うこと。 

② 特別会計就農支援資金の貸付金元

利収入等について、平成 30 年 3月末

現在で 17,708,712 円と多額の収入

未済が認められることから、回収措

置に万全を期し、早期解消に努める

こと。 

 

 このほかについては、おおむね適正

と認められた。 

６ 夷隅農業事務所 平成３０年７月２０日 おおむね適正と認められた。 

 

   イ 漁港事務所 

 漁港、海岸、漁場整備等に関する事務の一部を行っている。 

№ 監査対象機関名 監査実施年月日 監 査 結 果 

１ 南部漁港事務所 平成３０年６月５日  おおむね適正と認められた。 

 

 

 (18) 県土整備部出先機関 

   ア 土木事務所 
 道路、河川、港湾、海岸、都市計画、建築等に関する事務の一部を行っている。 

№ 監査対象機関名 監査実施年月日 監 査 結 果 

１ 印旛土木事務所 平成３０年５月１１日 

指摘事項 

道路使用料等について、調定が 3か

月以上遅延している事例が 117 件

（30,467,700 円）、1か月以上 3か月未

満 遅 延 し て い る 事 例 が 2 件

（12,144,624 円）認められたことか

ら、今後は適正な事務手続を行うこと。 

 

注意事項 

河川敷地について、第三者により不

法占用等されており、管理が十分に行

われていない事例が認められることか

ら、今後は適正な管理を行うこと。 

 

 このほかについては、おおむね適正

と認められた。 
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№ 監査対象機関名 監査実施年月日 監 査 結 果 

２ 成田土木事務所 平成３０年５月１６日 

注意事項 

県単舗装道路修繕工事（小池工区）

等について、積算金額の誤り（計

345,600 円の過大 4 件）が認められた

ことから、今後は適正な積算を行うこ

と。 

 

 このほかについては、おおむね適正

と認められた。 

３ 海匝土木事務所 平成３０年５月１８日 おおむね適正と認められた。 

４ 千葉土木事務所 平成３０年５月２５日 

注意事項 

① 道路使用料等について、調定が 3

か月以上遅延している事例が 6 件

（707,560 円）、1か月以上 3か月未

満 遅 延 し て い る 事 例 が 60 件

（24,072,287 円）認められたことか

ら、今後は適正な事務手続を行うこ

と。 

② 収入事務について、収納済現金と

現金出納簿等の額に差異（1,000 円

の過大）があり、不適正な事務処理

が認められたことから、今後は、こ

のような事態を二度と発生させない

よう、再発防止に向けた対策を講じ

ること。 

 

このほかについては、おおむね適正

と認められた。 

５ 安房土木事務所 平成３０年６月５日 

指摘事項 

予算の繰越しに係る議会の承認を得

ないまま工事の契約をした事例が認め

られたことから、今後は、このような

事態を二度と発生させないよう、再発

防止に向けた対策を講じること。 

 

 このほかについては、おおむね適正

と認められた。 
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№ 監査対象機関名 監査実施年月日 監 査 結 果 

６ 葛南土木事務所 平成３０年６月２８日 

注意事項 

① 河川敷地について、第三者により

不法占用されており、管理が十分に

行われていない事例が認められるこ

とから、今後は適正な管理を行うこ

と。 

② 委託料等の執行について、支出負

担行為が 1か月以上 6か月未満遅延

している事例が3件（11,656,504円）

認められたことから、今後は適正な

事務手続を行うこと。 

 

このほかについては、おおむね適正

と認められた。 

７ 東葛飾土木事務所 平成３０年６月２９日 

指摘事項 

① 平成 28 年度に入札執行された排

水路整備工事に関して、元所長等が

入札情報を漏えいした官製談合防止

法違反の容疑で逮捕され、その後起

訴されたことは誠に遺憾である。 

今後はこのような事態を二度と発

生させないよう、コンプライアンス

の徹底を図り、再発防止に取り組む

こと。  

② 道路使用料について、調定が 3か

月以上遅延している事例が 1 件

（46,604,123 円）、1か月以上 3か月

未満遅延している事例が 5 件

（1,042,629 円）認められたことか

ら、今後は適正な事務手続を行うこ

と。 

 

注意事項 

① 河川敷地及び道路敷地について、

第三者により不法占用されており、

管理が十分に行われていない事例が

認められることから、今後は適正な

管理を行うこと。 

② 負担金、補助及び交付金等の執行

について、支出負担行為が 1か月以

上 6 か月未満遅延している事例が 2

件（172,628,554 円）認められたこ

とから、今後は適正な事務手続を行

うこと。 

 

このほかについては、おおむね適正

と認められた。 



- 41 - 
 

№ 監査対象機関名 監査実施年月日 監 査 結 果 

８ 君津土木事務所 平成３０年７月３日 

指摘事項 

委託料の支払について、所得税の源

泉徴収が漏れている事例が 2 件

（1,174,149 円）認められたことから、

今後は適正な事務手続を行うこと。 

 

注意事項 

① 県単道路改良（一般・リゾート）

委託（下郡・資材価格特別調査）等

について、調査の対象とならない品

目を調査していることから、今後は

適正な事務手続を行うこと。 

② 河川敷地について、第三者により

不法占用されており、管理が十分に

行われていない事例が認められるこ

とから、今後は適正な管理を行うこ

と。 

③ 工事請負費等の執行について、支

出負担行為が 1か月以上 6か月未満

遅 延 し て い る 事 例 が 14 件

（156,442,640 円）認められたこと

から、今後は適正な事務手続を行う

こと。 

 

このほかについては、おおむね適正

と認められた。 

９ 柏土木事務所 平成３０年７月４日 

注意事項 

道路敷地について、第三者により不

法占用されており、管理が十分に行わ

れていない事例が認められることか

ら、今後は適正な管理を行うこと。 

 

このほかについては、おおむね適正

と認められた。 

１０ 香取土木事務所 平成３０年７月６日 

注意事項 

大型コピー機械搬出廃棄委託

（97,200 円）の契約に際して、産業廃

棄物処分業許可を受けた者と契約して

いない等の事例が認められたことか

ら、今後は適正な事務手続を行うこと。 

 

このほかについては、おおむね適正

と認められた。 
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№ 監査対象機関名 監査実施年月日 監 査 結 果 

１１ 夷隅土木事務所 平成３０年７月２０日 

注意事項 

① 県単災害防止委託（御宿トンネ

ル・資材価格特別調査）外 3件につ

いて、調査の対象とならない品目を

調査していることから、今後は適正

な事務手続を行うこと。 

② 河川敷地等について、第三者によ

り不法占用されており、管理が十分

に行われていない事例が認められる

ことから、今後は適正な管理を行う

こと。 

③ 道路使用料等について、調定が欠

落していた事例や誤って算定した事

例が 3 件（1,273 円の不足）認めら

れたことから、今後は適正な事務手

続を行うこと。 

④ 需用費の執行について、支出負担

行為が 6か月以上遅延している事例

が 1件（2,800 円）、1か月以上 6か

月未満遅延している事例が 7 件

（448,848 円）認められたことから、

今後は適正な事務手続を行うこと。 

 

このほかについては、おおむね適正

と認められた。 

 
   イ 港湾事務所 

 港湾及び海岸に関する事務の一部を行っている。 

№ 監査対象機関名 監査実施年月日 監 査 結 果 

１ 木更津港湾事務所 平成３０年６月１５日 

注意事項 

港湾隣接地域等について、第三者に

より不法占用されており、管理が十分

に行われていない事例が認められるこ

とから、今後は適正な管理を行うこと。 

 

このほかについては、おおむね適正

と認められた。 

２ 葛南港湾事務所 平成３０年６月２８日 

注意事項 

県単港湾管理委託（資材価格特別調

査その 3）について、調査の対象とな

らない品目を調査していることから、

今後は適正な事務手続を行うこと。 

 

このほかについては、おおむね適正

と認められた。 
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№ 監査対象機関名 監査実施年月日 監 査 結 果 

３ 千葉港湾事務所 平成３０年７月３日 

注意事項 

① 使用料及び賃借料等の執行につい

て、支出負担行為が 1か月以上 6か

月未満遅延している事例が 13 件

（80,601,141 円）認められたことか

ら、今後は適正な事務手続を行うこ

と。 

② 需用費等の執行について、支払時

期の遅延が 4 件（183,439 円）認め

られたことから、今後は適正な事務

手続を行うこと。 

 

このほかについては、おおむね適正

と認められた。 

 
   ウ 北千葉道路建設事務所 

     成田市及び印西市の区域に係る一般国道464号北千葉道路の建設に関する事務の一部を行っ

ている。 

№ 監査対象機関名 監査実施年月日 監 査 結 果 

１ 北千葉道路建設事務所 平成３０年５月１６日 おおむね適正と認められた。 
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   エ 区画整理事務所 

     土地区画整理事業に関する事務の一部を行っている。 

№ 監査対象機関名 監査実施年月日 監 査 結 果 

１ 流山区画整理事務所 平成３０年６月１４日 

指摘事項 

使用料及び賃借料等の執行につい

て、支出負担行為が 6か月以上遅延し

ている事例が 3件（9,160,416 円）、1

か月以上 6か月未満遅延している事例

が 24件（143,458,278 円）認められた

ことから、今後は適正な事務手続を行

うこと。 

 

注意事項 

① 県単つくばエクスプレス沿線整備

資材価格調査業務委託その 2につい

て、調査の対象とならない品目を調

査していることから、今後は適正な

事務手続を行うこと。 

② 運動公園周辺地区環境影響評価事

後調査（その 20）業務委託について、

積算金額の誤り（302,400 円の過小）

が認められたことから、今後は適正

な積算を行うこと。 

 

このほかについては、おおむね適正

と認められた。 

２ 木更津区画整理事務所 平成３０年６月１５日 おおむね適正と認められた。 

 
   オ 下水道事務所 

流域下水道事業の施行に関する事務並びに公共下水道及び都市下水路に係る指導監督に関

する事務の一部を行っている。 

№ 監査対象機関名 監査実施年月日 監 査 結 果 

１ 印旛沼下水道事務所 平成３０年５月２５日 おおむね適正と認められた。 
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  (19) 警察署 
 警察法に基づき、個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の
逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に関する事務を行っている。 

№ 監査対象機関名 監査実施年月日 監 査 結 果 

１ 四街道警察署 平成３０年５月１１日 おおむね適正と認められた。 

２ 千葉南警察署 平成３０年５月２５日 〃 

３ 東金警察署 平成３０年６月８日 〃 
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２ 公営企業会計 

   個別の監査結果は、以下のとおり 
 
  (1) 水道局 

  ＜管理部＞ 

   ア 総務企画課 

    ａ 局内の総合調整に関する事務を行っている。 

    ｂ 県議会に関する事務を行っている。 

    ｃ 職員の定数及び組織に関する事務を行っている。 

    ｄ 職員の任免、分限、懲戒、服務その他人事に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年７月２３日 

注意事項 

支出負担行為が 6 か月以上遅延している事例が 2 件

（1,451,000 円）認められたことから、今後は適正な事務手続を

行うこと。 

 

このほかについては、おおむね適正と認められた。 
 

   イ 業務振興課 

    ａ 経営品質及びお客様満足度向上に関する事務を行っている。 

    ｂ 業務の改善に関する事務を行っている。 

    ｃ 情報化の推進に関する事務を行っている。 

    ｄ 水道料金及び公共下水道の使用料の徴収事務の委託及び指導等に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年７月２３日 おおむね適正と認められた。 

 

   ウ 財務課 

    ａ 予算の編成に関する事務を行っている。 

    ｂ 企業債及び企業債前借金に関する事務を行っている。 

    ｃ 水道事業の国庫補助金及び一般会計出資金に関する事務を行っている。 

    ｄ 本局に係る公金の出納及び保管並びにその他の会計事務並びに出先機関に係る公金の出納

（支払に関することに限る。）に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年７月２３日 おおむね適正と認められた。 
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  ＜水道部＞ 

   エ 計画課 

    ａ 建設工事及び拡張工事の将来計画に関する事務を行っている。 

    ｂ 危機管理の総合調整に関する事務を行っている。 

    ｃ おいしい水づくりに関する事務を行っている。 

    ｄ 水源及び水利権に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年７月２３日 おおむね適正と認められた。 

 

   オ 浄水課 

    ａ 浄水場、給水場及び水質センターに関する事務を行っている。 

    ｂ 水質に関する事務を行っている。 

    ｃ 排水処理及び汚泥の処分に関する事務を行っている。 

    ｄ 水質の異状又は水量の不足等に起因する給水条例第 13条第 2項の規定による給水の制限又 

     は停止の予告に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年７月２３日 おおむね適正と認められた。 

 

   カ 給水課 

    ａ 指定給水装置工事事業者及び給水装置工事主任技術者並びに中小企業等協同組合に関する 

     事務を行っている。 

    ｂ 送配水管の建設工事及び補修工事並びに給水装置の工事の総合調整に関する事務を行って 

     いる。 

    ｃ 送配水管及び給水装置の維持管理の総括に関する事務を行っている。 

    ｄ 漏水防止に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年７月２３日 

指摘事項 

総合積算システムに単価を誤って設定したことにより、水道

事務所における 151 件の工事で誤った単価を使用し積算を行っ

ていた。このうち 3 件について、最低制限価格の算定誤りが生

じたことで、契約の取りやめなどが認められたことから、この

ような事態を二度と発生させないよう、再発防止に向けた対策

を講じること。 

 

注意事項 

実地棚卸の残高と電算残高とに差異（727,702 円）が生じてい

ることから、適正な事務処理について周知徹底を図り、今後は

差異が生じることのないように努めること。 

 

このほかについては、おおむね適正と認められた。 
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＜工業用水部＞ 

   キ 事業管理課 

    ａ 工業用水道事業の総合調整に関する事務を行っている。 

    ｂ 工業用水道事業の建設事業に関する諸協定の締結に関する事務を行っている。 

    ｃ 工業用水道事業の経営に関する諸協定の締結に関する事務を行っている。 

    ｄ 工業用水の料金の調定及び収入に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年７月２３日 おおむね適正と認められた。 

 

ク 施設設備課 

    ａ 工業用水道資産の管理及び処分の指導調整に関する事務を行っている。 

    ｂ 事故対策に関する事務を行っている。 

    ｃ 渇水対策に関する事務を行っている。 

    ｄ 発生土の再資源化に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年７月２３日 おおむね適正と認められた。 

 

 

 (2) 企業土地管理局 

ア 経営管理課 

    ａ 各課の連絡調整に関する事務を行っている。 

    ｂ 職員の任免、分限、懲戒、服務その他人事に関する事務を行っている。 

    ｃ 職員の給料、諸手当、旅費及び費用弁償に関する事務を行っている。 

    ｄ 職員の健康管理及び福利厚生に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年７月２４日  おおむね適正と認められた。 

 

   イ 資産管理課 

    ａ 造成土地管理事業（ニュータウン整備課において所掌するものを除く。）の経営管理に関す

る事務を行っている。 

    ｂ 造成土地管理事業（ニュータウン整備課において所掌するものを除く。）の整理の総括に関

する事務を行っている。 

    ｃ 造成土地管理事業（ニュータウン整備課において所掌するものを除く。）及びこれに関連す

る事業に係る企画、計画、調査及び工事に関する事務を行っている。 

    ｄ 内陸における物流用地の造成及びこれに関連する施設の整備に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年７月２４日 

注意事項 

豊住工業団地給水施設改修工事（土木）について、積算金額

の誤り（162,000 円の過大）が認められたことから、今後は適正

な積算を行うこと。 

 

 このほかについては、おおむね適正と認められた。 
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ウ ニュータウン整備課 

    ａ ニュータウン整備事業（造成土地管理事業のうち東葛飾北部地区新市街地事業及び千葉

ニュータウン事業をいう。以下同じ。）の経営管理に関する事務を行っている。 

    ｂ ニュータウン整備事業の整理の総括に関する事務を行っている。 

    ｃ ニュータウン整備事業及びこれに関連する事業に係る企画、計画、調査及び工事に関す

る事務を行っている。 

    ｄ ニュータウン整備事業及びこれに関連する事業に係る土地その他の不動産の取得、補償

及び管理並びに管理地等の処分に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年７月２４日 おおむね適正と認められた。 

 

 エ 土地分譲課 

    ａ 造成土地管理事業（ニュータウン整備課において所掌するものを除く。）に係る土地及び関

連施設の処分（貸付けを含む。）に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年７月２４日 おおむね適正と認められた。 

 

 

(3) 病院局 

   ア 経営管理課 

    ａ 病院局内の連絡調整に関する事務を行っている。 

    ｂ 組織及び定数に関する事務を行っている。 

    ｃ 企業債及び借入金に関する事務を行っている。 

    ｄ 会計書類の審査及び確認に関する事務を行っている。 

監査実施年月日 監 査 結 果 

平成３０年７月２４日 おおむね適正と認められた。 
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  (4) 水道局出先機関 
   ア 水道事務所 
     量水器の点検、料金、工事費その他の公金の徴収、指定給水装置工事事業者が施行する給水

装置工事の指導、監督及び検査、送配水管及び給水装置等の維持管理並びに送配水管工事の実

施に関する事務を行っている。 

№ 監査対象機関名 監査実施年月日 監 査 結 果 

１ 市川水道事務所 平成３０年６月２９日 

指摘事項 
平成 27 年度にその時点では未公

表の工事の発注時期や業者ランク
等を外部に漏えいしたとして、水道
局職員が、懲戒処分を受けたことは
誠に遺憾である。 
今後は、このような事態を二度と

発生させないよう、コンプライアン
スの徹底を図り、再発防止に取り組
むこと。 
 
このほかについては、おおむね 

適正と認められた。 
 

イ 工業用水道事務所 
     工業用水道施設の維持管理及び工業用水の供給に関する事務を行っている。 

№ 監査対象機関名 監査実施年月日 監 査 結 果 

１ 千葉工業用水道事務所 平成３０年５月２５日 おおむね適正と認められた。 

 
 
  (5) 病院局出先機関 
   ア がんセンター 
     がんに関する医療の提供、がんに関する実態の究明及び医療技術の研究開発、がんに関する

医療技術者の研修その他がん対策に必要な業務を行っている。 

№ 監査対象機関名 監査実施年月日 監 査 結 果 

１ がんセンター 平成３０年７月２０日 

指摘事項 
再委託研究費返還金について支

払が遅延し、延滞金が生じている事
例が認められたことから、今後は適
正な事務手続を行うこと。 
 
このほかについては、おおむね 

適正と認められた。  
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イ 救急医療センター 
     救命救急医療の提供、救急医療に関する医療技術者の研修及びその他救急医療に必要な業務

を行っている。 

№ 監査対象機関名 監査実施年月日 監 査 結 果 

１ 救急医療センター 平成３０年７月４日  おおむね適正と認められた。 

 
ウ 精神科医療センター 

     精神障害に関する救急医療の提供及び精神障害に関する医療技術者の研修その他精神科医療

に必要な業務を行っている。 

№ 監査対象機関名 監査実施年月日 監 査 結 果 

１ 精神科医療センター 平成３０年６月８日 

指摘事項 
下水道使用料について支払時期

が遅延し、延滞金が生じている事例
が認められたことから、今後は適正
な事務手続を行うこと。 
 
このほかについては、おおむね 

適正と認められた。  
 
エ こども病院 

 小児疾患に関する医療及び周産期医療の提供並びに小児疾患に関する医療技術者の研修その
他小児医療及び周産期医療に必要な業務を行っている。 

№ 監査対象機関名 監査実施年月日 監 査 結 果 

１ こども病院 平成３０年６月８日 おおむね適正と認められた。 

 
 オ 循環器病センター 

     循環器疾患その他の疾患に関する医療、リハビリテーション医療及び救急医療の提供並びに

医療技術者の研修その他医療の提供に必要な業務を行っている。 

№ 監査対象機関名 監査実施年月日 監 査 結 果 

１ 循環器病センター 平成３０年６月１５日 おおむね適正と認められた。 

 
カ 佐原病院 

     脳疾患その他の疾患に関する医療及び救急医療の提供並びに医療技術者の研修その他医療の

提供に必要な業務を行っている。 

№ 監査対象機関名 監査実施年月日 監 査 結 果 

１ 佐原病院 平成３０年５月１０日 おおむね適正と認められた。 

 
 
 


